
建築主の皆様へ  
～平成19年６月20日から建築確認・検査の手続きが変わりました～  

 

一昨年に発覚した構造計算書偽装事件をうけ、再発防止を目的とし、「建築確認・検査

の厳格化」を大きな柱とする建築基準法等の一部改正が行われ、平成19年6月20日から施行

されています。  

建築確認・検査は、建築物の安全を確保するための重要な手続きで、直接には、委任し

た建築士の方々が対応されるものと思われますが、これらの手続きが円滑に行われるため

には、建築主の皆様の理解が必要不可欠です。  

 

１．建築確認・検査の厳格化の概要  

（１）構造計算適合性判定制度の導入  

高度な構造計算を行う建築物（一般的には一定の高さ以上等の建築物が対象になりま

すが、比較的小規模な建築物でも対象になる場合があります。）については、高知県知

事による構造計算適合性判定が義務付けられました。  

（２）審査期間の延長  

構造計算適合性判定制度の導入等に伴い、建築確認の審査期間が延長されました。（従

来の２１日間から３５日間に延長。ただし、詳細な構造審査を要する場合には 最大で

７０日間となります。）  

（３）指針に基づく厳格な審査の実施  

従来、設計者のチェックが不十分な設計図書であっても、審査段階での補正が幅広く認め

られてきましたが、軽微な不備を除き、設計図書に法令に適合しない箇所や不整合な箇

所がある場合には、再申請や追加資料の提出を求めることとしました。また、設計内容

の変更を行う場合には、軽微な変更を除き、当該部分の工事前に計画変更の確認を受け

なければなりませんが、このことを徹底することになりました。  

 

２．建築主の皆様へのお願い  

（１）設計条件や要求事項について、設計者と事前に綿密に打ち合わせを行い、意匠・構

造・設備の整合性のとれた設計図書により確認申請を行ってください。  

（２）設計図書の作成や確認申請の手続きに必要な期間を考慮して、できるだけ余裕のあ

るスケジュールを設定してください。構造計算適合性判定の対象となる場合には、特に

注意が必要です。  

（３）設計内容の変更を行う場合には、軽微な変更を除き、計画変更の確認の手続きが必

要となりますので、当初の建築確認申請の段階で設計内容を十分に詰めておくとともに、

設計内容の変更を検討する場合は、工事のスケジュールへの影響について十分に留意し

てください。 

 

お問い合わせ先 

高知県土木部建築指導課  

電話 088-823-9891 

 


